
スイス公文学園高等部同窓会 会則 

第１章 総則 

第１条 【名称】 

本会はスイス公文学園高等部同窓会または Kumon Leysin Academy of Switzerland 

Alumni Association と称する。 

第２条 【目的】 

本会は会員相互の親睦と便宜を図り、会員間の団結を強固にし、あわせて母校発展に寄与する。 

第３条 【事務所】 

本会は事務所をスイス公文学園日本事務局内に置く。 

第４条 【会員】 

本会は次の会員をもって組織する。 

(１) 正会員  卒業生及び母校に在籍したもので会員を希望するもの 

(２) 準会員  母校在籍の在校生 

(３) 特別会員 母校の現旧職員、教員で会員を希望するもの 

  

第２章 役員会 

第５条 【役員会】 

本会は執行部として役員会を置き、次の役員を置く。 

(１) 会長・・・１名 

(２) 副会長・・・１名 

(３) 理事長・・・１名 

(４) 会計・・・２名 

(５) 会計監査・・・若干名 

(６) 広報・渉外・・・若干名 

(７) 常任理事・・・各期若干名 

(８) 名誉会長・・・１名 

(９) 準会員代表・・・２名 

(10) 顧問・・・２名 

第６条 【役員の任務】 

会長は本会を代表して会務を統轄する。 

２ 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその任務を代行する。 

３ 理事長は常任理事の会務を総轄する。 

４ 会計は本会の会計を扱う。 

５ 会計監査は会計を監査する。 



６ 広報・渉外は同窓会会報等の発行と同窓会役員会外部との交渉を行う。 

７ 常任理事は各年度の会員の連絡に当たり、会務を分担する。 

８ 名誉会長は本会発足と発展の象徴となる。 

９ 準会員代表は正会員と準会員との連携を保つ。 

10 顧問は会務についての諮問に応じる。 

第７条 【役員の選出】 

会長は前会長が総会の際に正会員中から選出し、第５条(２)より(６)までの役員は会長が就任の際に

正会員中から選出する。ただしこれらは総会にて承認を得なければならない。 

２ 常任理事は卒業生より選出され、会長が任命する。 

３ 名誉会長はスイス公文学園高等部校長とする。 

４ 準会員代表はスイス公文学園高等部生徒会会長及び副会長とする。 

５ 顧問はスイス公文学園高等部教務部長及びスイス公文学園日本事務局長とする。 

第８条 【役員の兼任】 

役員の兼任は会計監査を除き、妨げられない。 

第９条 第５条(１)より(6)までの役員の任期は、７月１日から３年後の６月３０日までとする。 

２ 常任理事の任期は終身とする。 

３ 役員の再任は妨げられない。 

第１０条 【欠員補充】 

役員の欠員は役員会議の議を経て正会員中から補充することができる。ただしこの 場合の任期は前

任者の残任期間とする。 

第１１条 【役員会議】 

会長は本会活動を円滑に推進するため、随時役員会議を開くことができる。議長は会長が務める。 

２ 役員会議は総会への議題提出権を持つ。 

３ 会計監査は会計の監査または監査報告以外の目的で役員会議に参加することはできない。 

４ 役員会議の議決は出席者の過半数の承認を必要とする。 

 

第３章 総会 

第１２条 【総会】 

本会は最高決議機関として総会を置く。 

第１３条 【総会の議決事項】 

第 13 条 次の事項は、総会の議を経なければならない。 

(１) 会則の改定 

(２) 会務報告の承認 

(３) 決算の承認 



(４) 役員改選の承認 

(５) 会務計画の承認 

(６) その他本会に関する重要事項 

２ 総会は(６)の事項の一部を役員会議に委託することができる。 

第１４条 【議長】 

議長は総会のつど、出席正会員の中から会長が指名し、出席者の過半数の承認を得て選出される。 

第１５条 【総会の議決】 

総会の議決は、出席者の過半数を必要とする。賛否同数の場合は、議長がこれを決することができる。 

第１６条 【開催】 

総会は役員会議が必要と認めたとき開催する。 

２ 総会の開催場所と日時は１ヶ月前までに役員会議で決定し、速やかに会員に通知する。 

 

第４章 会計 

第１７条 【会費】 

正会員は入会に際して終身会費として 15,000 円を納入する。 

２ 会費は本会が母校に委託して卒業年度に生徒のＭＦＳから直接引き落とすもの、または日本におい

て指定の口座へ振り込まれるものとする。 

第１８条 【会費の使用】 

本会の運営は、会費、寄付金その他をもってこれに当て、第２条の目的達成のために使用される。 

第１９条 【会計年度】 

本会の会計年度は７月１日に始まり、翌年６月３０日に終わる。 

第２０条 【決算】 

会計は総会に決算を報告し、その承認を得なければならない。 

第２１条 【寄付の授受】 

寄付の授受に関しては、そのつど、会長、理事長、顧問の承認を要する。 

 

第５章 その他 

第２２条 【事務の所轄】 

この会則に関する事務は、スイス公文学園高等部同窓会が所管する。 



第２３条 【会則の改訂】 

この会則は、総会において出席者の過半数の承認を持って可決し、顧問の承認を得て改定することが

できる。 

第２４条 【送付物】 

正会員は連絡先を役員会へ報告する義務を負う。これを怠った場合は会報等が送付されない場合が

ある。 

２ 会員名簿については、会報にて説明するものとする。 

３ 正会員への送付物は原則として帰省先に送付する。返送等があった場合、再送付はしないものとす

る。 

第２５条 【会員の慶時】 

会員の慶時は次のように取り扱う。 

(１) 会員が勲章や国家、国際単位の褒章を授与されたときは、本会から祝電を送る。 

 

付則 

１．本会則は１９９６年７月１日より施行する。 

２．本会則は２００１年７月１日より改定施行する。 

３．本会則は２００２年７月１日より改定施行する。 

４．本会則は２００５年７月１日より改定施行する。 

5．本会則は２０23 年７月１日より改定施行する。 

 

指定口座 

三菱東京ＵＦＪ銀行 (０００５) 市ヶ谷支店 (０１４) 

普通 口座番号  ０８７７５４５ 

口座名義人 スイス公文学園同窓会  会計 齋藤 大介 

 

注）振込みの際には振込人氏名の欄に卒業期の数字を記入の上、名前を入力してください。 

1 期生 公文太郎 さんが名簿を希望する場合は 

１ クモンタロウ  と入力する。 

 


